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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
渋
谷
駅
桜
丘
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告

示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

渋
谷
駅
桜
丘
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
ま

で
三

施
行
地
区

渋
谷
区
桜
丘
町
、
道
玄
坂
一
丁
目
及
び
渋
谷
三
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

渋
谷
区
桜
丘
町
四
番
二
十
三
号

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
五
年
八

月
一
日

青
梅
市
河
辺
町

七
丁
目
二
十
番

十
三

延
長一

八
・
三
七

幅
員

四
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
七
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
東
日
本
旅
客

道
南
武
線
（
谷
保
駅
〜
立
川
駅
間
）
連
続

立
体
交
差
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
（
以
下

「
調
査
計
画
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第
四

十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地㈠

事
業
者

東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
日
本
旅
客

道
株
式
会
社

取
締
役
社
長

深
澤

祐
二

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

㈡

環
境
影
響
評
価
の
実
施
者
（
都
市
計
画
を
定
め
る
者
）

東
京
都
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東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

東
日
本
旅
客

道
南
武
線
（
谷
保
駅
〜
立
川
駅
間
）
連
続
立
体

交
差
事
業

鉄
道
、
軌
道
又
は
モ
ノ
レ
ー
ル
の
改
良

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
東
日
本
旅
客

道
南
武
線
の
谷
保
駅
か
ら
立
川

駅
ま
で
の
約
三
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
を
連
続
立
体
交
差
化

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
谷
保
駅
付
近
か
ら
立
川
駅
付

近
の
十
九
か
所
の
踏
切
を
取
り
除
く
と
と
も
に
、
道
路
交
通
渋
滞

や
地
域
分
断
の
解
消
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

四

周
知
地
域
の
範
囲

立
川
市

曙
町
三
丁
目
、
羽
衣
町
一
丁
目
、
羽
衣
町
二
丁
目
、

羽
衣
町
三
丁
目
、
錦
町
一
丁
目
及
び
錦
町
四
丁
目
の

区
域

国
立
市

富
士
見
台
一
丁
目
、
富
士
見
台
二
丁
目
、
富
士
見
台

三
丁
目
、
富
士
見
台
四
丁
目
、
谷
保
、
青
柳
、
石
田

及
び
青
柳
一
丁
目
の
区
域

五

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目

事
業
者
は
、
対
象
事
業
の
内
容
と
対
象
事
業
の
事
業
地
周
辺
の

地
域
概
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
騒
音
・
振
動
、
日
影
、
電
波
障
害
、

景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
及
び
廃

棄
物
を
調
査
、
予
測
及
び
評
価
項
目
と
し
て
選
定
し
て
い
る
。

六

調
査
計
画
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

立
川
市
環
境
下
水
道
部
環
境
対
策
課

立
川
市
泉
町
千
百
五
十
六
番
地
の
九

イ

国
立
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

国
立
市
富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
地
一

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
電
子
申
請
サ

ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
五
年
九
月
十
九
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
e

nt ／reading_guide／index.htm
l

公

告

令
和
五
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験

の
実
施
場
所
の
変
更
に
つ
い
て

令
和
五
年
三
月
一
日
付
東
京
都
公
報
で
公
告
し
た
令
和
五
年
二
級

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施
場
所
の
一
部
を
次
の
と

お
り
変
更
す
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
箇
所

令
和
五
年
九
月
十
日
（
日
曜
日
）
実
施
の
二
級
建
築
士
試
験
及

び
同
年
十
月
八
日
（
日
曜
日
）
実
施
の
木
造
建
築
士
試
験
「
設
計

製
図
の
試
験
」
の
試
験
実
施
の
場
所

二

変
更
内
容

㈠

二
級
建
築
士

変
更
前

大
正
大
学

豊
島
区
西
巣
鴨
三
丁
目
二
十
番
一
号

武
蔵
大
学

練
馬
区
豊
玉
上
一
丁
目
二
十
六
番
一
号

変
更
後

上
智
大
学

千
代
田
区
紀
尾
井
町
七
番
一
号

東
京
電
機
大
学

足
立
区
千
住
旭
町
五
番

㈡

木
造
建
築
士

変
更
前

大
正
大
学

豊
島
区
西
巣
鴨
三
丁
目
二
十
番
一
号
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変
更
後

上
智
大
学

千
代
田
区
紀
尾
井
町
七
番
一
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

立
川
市
幸
町
三
丁
目
七
番
五
、
八

番
三
十
二
及
び
同
番
四
十
一

東
大
和
市
上
北
台
三
丁
目
四
百

十
一
番
地
一

株
式
会
社
テ
ィ
エ
ラ

代
表
取
締
役

東
宮

博
士

武
蔵
村
山
市
神
明
四
丁
目
九
十
四

番
一

東
大
和
市
上
北
台
三
丁
目
四
百

十
一
番
地
一

株
式
会
社
テ
ィ
エ
ラ

代
表
取
締
役

東
宮

博
士

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

コ
ー
ナ
ン
Ｐ
Ｒ
Ｏ
小
平
花
小
金
井
店

二

店
舗
所
在
地

小
平
市
花
小
金
井
四
丁
目
三
十
五
番
六

号

三

設
置
者
名

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

大
阪
府
堺
市
西
区
鳳
東
町
四
丁
四
百
一

番
地
一

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社

六

新
設
を
す
る
日

令
和
六
年
四
月
一
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

千
四
百
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

敷
地
北
側

四
十
七
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

敷
地
北
東
側

十
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
北
西
側

二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

九
・
〇
五
立
方
メ
ー
ト
ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
六
時
三
十
分

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
後
九
時

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五

分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

一
箇
所

敷
地
東
側

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

十
七

届
出
日

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
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労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

二

店
舗
所
在
地

港
区
高
輪
四
丁
目
十
番
三
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
西
武
リ
ア
ル
テ
ィ
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
ズ

四

設
置
者
住
所

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

上
野

彰
久

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

齊
藤

朝
秀

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ピ
ン
グ
ル
カ
ン
パ
ニ
ー
ほ

か
十
六
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ピ
ン
グ
ル
カ
ン
パ
ニ
ー
ほ

か
十
六
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
パ
リ
ミ
キ
ほ
か
二
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

澤
田

将
広
（
株
式
会
社
三
城
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

恒
吉

裕
司
（
株
式
会
社
パ
リ
ミ
キ
）

ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
五
年
七
月
十
九
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
八
王
子
大
和
田

Ａ
棟

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
七
番
十
八

号

三

設
置
者
名

合
同
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
プ
ロ
パ
テ
ィ

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号
新
宿

住
友
ビ
ル
十
一
階

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
八
王
子

大
和
田

Ａ
棟

六

変
更
後
の
店
舗
名

フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
八
王
子
大
和
田

Ａ
棟

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
二
百
二
十

八
番
十
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
七
番
十
八

号

九

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

多
田

英
二

十

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

今
西

弘
康

十
一

変
更
日

令
和
四
年
七
月
一
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
五
年
七
月
六
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
八
王
子
大
和
田

Ｂ
棟

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
七
番
十
八

号

三

設
置
者
名

合
同
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
プ
ロ
パ
テ
ィ

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号
新
宿

住
友
ビ
ル
十
一
階

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
八
王
子

大
和
田

Ｂ
棟

六

変
更
後
の
店
舗
名

フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
八
王
子
大
和
田

Ｂ
棟

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
二
百
二
十

八
番
十
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
七
番
十
八

号

九

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

多
田

英
二

十

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

今
西

弘
康

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

未
定

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
ほ
か
二
名

十
三

変
更
日

令
和
四
年
七
月
一
日
ほ
か

十
四

届
出
日

令
和
五
年
七
月
六
日
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十
五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

東
京
ド
ー
ム
シ
テ
ィ

ラ
ク
ー
ア

二

店
舗
所
在
地

文
京
区
春
日
一
丁
目
一
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
東
京
ド
ー
ム

四

設
置
者
住
所

文
京
区
後
楽
一
丁
目
三
番
六
十
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

久
代

信
次

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

長
岡

勤

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
成
城
石
井
ほ
か
四
十
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
プ
ロ
グ
レ
ほ
か
五
十
八
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
成
城
石
井
ほ
か
八
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
九

番
三
十
号
（
株
式
会
社
成
城
石
井
）
ほ

か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

世
田
谷
区
成
城
六
丁
目
十
一
番
四
号

（
株
式
会
社
成
城
石
井
）
ほ
か

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

久
代

信
次
（
株
式
会
社
東
京
ド
ー

ム
）
ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

長
岡

勤
（
株
式
会
社
東
京
ド
ー
ム
）

ほ
か

十
四

変
更
日

令
和
五
年
四
月
十
五
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
五
年
八
月
七
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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